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「ICT Week Uzbekistan」は、ウズベキスタン最大のITイベントとして、2004年より毎
年開催されており、同国のデジタル技術省など政府も支援しています。昨年2025年は、1.5
万㎡規模、来場者数は約2.5万人（うち2,000人が外国から）、韓国、中国、カタール、ラ
トビアが自国パビリオンを設置し、出品者数は200社を超える規模で開催されました。

ウズベキスタンは現在、国を挙げてIT振興に取り組んでおります。現状はオフショア開発
やIT人材輩出が主目的ですが、2024年10月には政府がAI戦略を策定するなど、高度なIT技
術・インフラの導入に関心がシフトすることが予測され、今後のビジネス発展が期待できる
国といえます。さらに、ウズベキスタンのデジタル技術相顧問を日本人が務めるなど、同国
から日本との連携への期待も高まっております。

このような機運を受け、ジェトロでは2026年9月のICT Week Uzbekistanに、ジャパ
ン・パビリオンを設置、パビリオン出展を希望する日本企業様を募集します。ジェトロで
2025年、ICT Week Uzbekistanに初めてジャパン・パビリオンを設置し、6社の出展支援
を行ったことに続くものです。同国の関心が高度なITの開発・導入にシフトしつつある現状
で、AIなど高度なIT技術や、社会課題解決のためのIT技術を有する日本企業にとって、政府
も支援する本イベントは、日本の高いIT技術を紹介する絶好の機会となります。さらに、中
央アジアを中心にウズベキスタン周辺国からのバイヤーも多く訪問することから、ウズベキ
スタンを含めた中央アジアの市場展開の機会として本イベントをご活用いただきたく、皆様
にご案内申し上げます。

■ はじめに
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▼<YouTube> 世界は今 ‐JETRO Global Eye-
【日本に熱視線！？】ウズベキスタンのIT人材育成

https://youtu.be/0q5De9fA1rA?si=EmaOPuVeUhAOtHsZ

▼国・地域別情報「ウズベキスタン」
ウズベキスタンの基本情報・政治経済概況について紹介

https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/uz/

▼ウズベキスタン「ICTウイーク」、中央アジア地域横断のデジタル化アピール
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/10/334a476c5269d85b.html

▼注目集めたウズベキスタン「ICTウイーク」初のジャパンパビリオン
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/10/e1cc0a7e0f0205d1.html

▼ウズベキスタン、行政や教育へのAI導入方針を発表
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/10/627cddf22604d57a.html

▼デジタル技術省、日本人顧問を迎え連携促進へ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/b223cf6475f6a668.html

▼日本のオリオンコンピュータ、カシカダリヤ州で教育拠点を設置
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/04/f5a2736ca884dc92.html

～ウズベキスタンをもっと知るために～
併せてご参照ください

https://youtu.be/0q5De9fA1rA?si=EmaOPuVeUhAOtHsZ
https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/uz/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/10/334a476c5269d85b.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/10/e1cc0a7e0f0205d1.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/10/627cddf22604d57a.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/b223cf6475f6a668.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/04/f5a2736ca884dc92.html


２. フロアマップ

※出典：主催者資料。2026年4月時点での情報となりますので、主催者によって変更の可能性があります。

Copyright 2026 JETRO 禁無断転載・複製 3

1. ICT Week Uzbekistan 2026 概要

名称 ICT Week Uzbekistan 2026

会期 2026年9月22日（火）～25日（金）（会期4日間）

会場
CAEx (Central Asian Expo Uzbekistan)

<ウズベキスタン・タシケント>

主催者 IT Education Association

規模 1万5,000平米

内容 カンファレンス、展示会、ワークショップ

対象業種・分野
IT分野（人工知能（AI）、フィンテック、Eコマース、フェムテック、デジタル政府、
オフショア開発など）

来場者 現地政府関係者、現地企業など

URL https://ictweek.uz/eng （英語）

【会場図】

ジャパン・

パビリオン

https://ictweek.uz/eng
https://ictweek.uz/eng
https://ictweek.uz/eng
https://ictweek.uz/eng
https://ictweek.uz/eng


3. ジャパン・パビリオン概要

出品規模：60㎡（予定）
募集企業：7社程度（予定）
募集対象：ウズベキスタン向けに協業・連携を提案するIT関連技術やインフラを持つ日本

企業（AI、データセンター、衛星技術、セキュリティ、生産性向上など）、あ
るいはIT分野でのウズベキスタンへの進出（拠点設立、法人登記、合弁契約
等）意欲を持つ企業
※人材採用、開発委託のみを希望する日本企業は対象外。
※応募多数の場合、ウズベキスタンや中央アジアとの連携・協業等の成約が見
込まれる案件を選定する可能性があります。

4. ジャパン・パビリオン出品のメリット

①高いプレゼンスと集客力

高い技術を有する日本の企業が集まるジャパン・パビリオンは、自社の単独出品に比べ、
「オールジャパン」をアピールすることで集客が期待されます。また、展示会での商談実現
に向けた支援プログラムも提供予定です（詳細は参加決定後にご案内します）。

②出品費用が割安

単独で出品する場合は、出品費に加え、個別で行う装飾や広報活動など多くの予算が必要
となります。ジャパン・パビリオンでは、統一デザインによるブース装飾などをジェトロが
一括して行いますので、出品費が抑えられます。また、中堅・中小企業においては、補助金
等の活用により、更に費用を抑えた出品が可能です。

③出品手続きの安心サポート

出品のお申込みから参加にいたる手続きをジェトロがサポートします。初めて海外見本市
に出品される方でも安心してご参加いただけます。
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▲ジャパン・パビリオン

▲展示会場（中国企業ブース）

▲会場内でのセミナー

▲展示会場（韓国パビリオン）

ICT week Uzbekistan 2025の様子

ジャパンパビリオン出展企業様のコメント

ICT Week Uzbekistanは、参加人数から見ても注目度が非常に
高いことが伺え、中央アジアでの活動の足掛かりになると確信
が得られた。

JETROのイベント運営は極めて効率的であり、円滑な調整とタ
イムリーなサポートを保証してくれました。

ICT Week Uzbekistanのジャパン・パビリオン出展が、ウズベ
キスタンでのビジネスのブレイクスルーになった。



5．出品者の要件

①日本で法人資格を有する企業。
②本見本市への出品について、経営者・事業責任者を含めて、社内での同意が得られている
こと。
③出品目的が調査や研修目的等でなく、商談目的であること。
④会期中の全日程で出品すること（会期途中で撤収しない）。
⑤会期中の全日程で自社の商談担当者 1 名以上が常駐すること（自治体等の取りまとめ団体
による代理商談は行わない）。
⑥ウズベキスタンをはじめとする中央アジア等への海外ビジネス展開に意欲がある者。 
⑦本見本市の趣旨に賛同する者。 
⑧商談に必要となる相応の準備ができること。また、会期後も商談に関与できる担当者がい
ること。
⑨本事業にかかる書類の作成、問い合わせ等に迅速に対応できる担当者がいること。
⑩出品料の支払いについて、日本国内のジェトロ指定口座への振込みが出来ること。  
⑪「出品案内書」および「海外見本市出品要綱」の記載事項を了承していること。同案内書
に記載されていない事項は、同要綱の定めに従うものとします。なお、同案内書と同要綱に
矛盾がある場合には、同案内書の記載内容を優先します。
⑫代理店参加の場合、出品商品のブランド主から書面にて見本市参加・代理商談・ブランド
名/ロゴの提出について了承を得ていること。
⑬ジェトロおよび見本市主催者が出品者として適当であると承認した者。 
⑭ジェトロが実施するアンケートに回答すること（会期前、会期中、会期後）。
（輸出実績、商談件数、成約（見込み）件数、成約（見込み）金額など）

⑮見本市主催者の定める見本市参加要項に従い準備・出品ができること。

⑯見本市主催者が求める提出書類を事前に準備できること。

6. 出品物の要件

①出品物が本見本市およびジャパン・パビリオンの出品対象業種・分野に合致していること。
（3頁および4頁参照）
②日本ブランドの製品・技術・サービス等を展示すること。
③必要に応じて、輸出検査証明書等の提示が可能であること。

7. 出品形態・出品料（不課税）

出品形態
中堅・中小企業料金
（費用補助あり）

一般料金
（費用補助なし）

標準ブース（統一装飾デザイン）
1小間(3㎡）あたり

160,000円 320,000円
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◆留意事項
※出品料の支払いは、日本国内のジェトロ指定口座への振込みでお願いします。これ以外の方
法は受け付けません。
※請求書発行からお支払い期限までの期間が短くなる場合があります。
※1社あたりの最小申込単位は1小間とします。なお、最大2小間まで申し込みが可能ですが、
応募者多数の場合には1小間に限定する可能性があります。
※独自出品とジャパン・パビリオンへの重複出品は認められません。重複出品が確認された場
合は、今回または今後の出品をお断りすることもあります。
※中堅・中小企業料金の定義については、下記をご覧ください。出品申込者が日本の中堅・中小企業であ
ること、及び出品者名を日本の中堅・中小企業名とすることが必要です。中堅・中小企業料金適
用にあたっては、現地法人や現地販売代理店経由での出品申込は不可です。連絡先・現場対応
者として現地法人・代理店の登録は可能です。

◆中小企業者の定義

 

※常時雇用する従業員の数には、事業主、役員の人数、臨時の従業員を含みません。
※法人格のない個人事業者によるお申し込みについても、同様に判断します。
※詳細については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
（https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)

◆中堅企業の定義
上記の中小企業者以外のもののうち、産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第２条第24
項に規定する会社であって、応募日において常用雇用者2,000人以下の者。 

◆留意事項
申込企業が、大企業の直接的・間接的な支配下にある企業である場合、中堅・中小企業料金の
対象外とします。また、他の中堅・中小企業の参加を優先させていただく場合があります。 

製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社
及び個人

卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社
及び個人

小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社
及び個人

サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社
及び個人
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8．出品料に含まれるサービス

9．出品料に含まれないサービス

✓ 出品物調達費
✓ 基本装飾以外のブース装飾、追加レンタル備品、追加電源等にかかる経費
✓ 出品物にかかる輸送関連経費、関税および消費税等
✓ 渡航費（航空賃、宿泊代）、旅行傷害保険料
✓ ホテル～会場の移動交通費
✓ 食費等の個人的な経費
✓ 専有のアシスタント、通訳等に関わる経費
✓ その他「出品料に含まれるサービス」に定める以外の経費

✓ 展示スペース 3㎡（予定）
✓ ブースの装飾・施工はジェトロが行い、出品物等の展示・陳列は出品者の経費負担となりま

す。
✓ 統一デザインによる基本装飾（一定量の電気代およびその工事費を含む）
✓ 基本装飾付属備品（社名表示板、受付兼展示台、ゴミ箱、コンセント) （予定）

✓ ジャパン・パビリオン出品者フライヤーの作成・掲載
✓ ジャパン・パビリオンに関する事前の広報活動
✓ 商談用テーブル、椅子（共用）

◆全申込形態共通

◆標準ブース（1小間あたり）
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東京都は、金融機関と連携した海外展開支援制度（以下「東京都海外展開支援」）を設けています。 
以下3つの条件を全て満たす場合、ジェトロの有償サービスを最大100万円まで無償で提供します。
■条件：
1. 東京都内に事業所（個人事業者は事業所又は住居）を有すること
2. 事業所（個人事業者は事業所又は住居）を有すること
3.「東京都中小企業制度融資」を利用中または申込予定者であること（申込検討者も含む）
■詳細：

▽東京都産業労働局HP：
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/

▽ジェトロHP：
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/tokyo/support.html

※ジェトロ・メンバーズ割引および他の出品補助制度との併用はできません。
※キャンセル料に対して本制度を適用することはできません。

■申込方法：
本展示会にて東京都海外展開支援を利用するには、出品申込とは別途申請が必要です。
締切日までに指定の申込書を、取引先金融機関を通じてジェトロ東京へご提出ください。
【東京都海外展開支援申込書（様式１）】

https://www.sangyo-
rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/kinyukikan/
※「海外展開支援申込書」の確認・審査には最大1か月程度かかる場合があります。
金融機関様にお早めにご相談のうえ、「海外展開支援申込書」をご準備ください。
■申込締切日：「ICT Week Uzbekistan 2026 ジャパン・パビリオン」出品申込締切と同日
■本支援に関するお問い合わせ先：

ジェトロ東京貿易情報センター（Tel：03-3582-4953 / E-mail：knt-tokyo@jetro.go.jp）

◆東京都海外展開支援

Copyright 2026 JETRO 禁無断転載・複製 9

◆ジェトロ・メンバーズ特別料金

ジェトロ・メンバーズには、会員特別料金として出品料の10％を割引します。

■条件：
①割引料金は会員1口につき年会費70,000円（税抜）を年間割引の上限とします。
②割引は日本国内からジェトロ･メンバーズとして登録された法人・団体名でお申し込みいただいた場合に
限ります。
③出品料請求後にジェトロ・メンバーズに加入された場合は上記割引の対象外となります。

留意点：
✓ 「東京都海外展開支援」（東京貿易情報センター）の適用を受ける在京企業は、二重補助の観点から

「ジェトロ会員の割引補填」を併用できません。
✓ 次ページの「大阪府・ジェトロ大阪本部による出展料補助制度」（予定）の適用を受ける在阪企業は、二

重補助の観点から「ジェトロ会員の割引補填」を併用できません。
✓ 参加を取りやめた場合、キャンセル料に対する補填はできません。

まだジェトロ・メンバーズに加入されていない皆様は、この機会に入会をご検討ください。
【お申し込み・詳細はこちら】https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/

https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/


大阪府およびジェトロ大阪本部は、大阪府内に本社又は主たる事業所を有する中堅・中小企業の海外販路開
拓およびビジネス創出を支援するため、出品料の半額を補助する制度を実施予定です。

■対象：大阪府内に本社又は主たる事業所を有する中堅・中小企業
※中小企業、中堅企業の定義は本出品案内書に準じます。
※大企業から一定の割合で出資を受けているなど、大企業の直接的・間接的な支配下にある企業（いわゆる「み
なし大企業」）である場合、他の中堅・中小企業の参加を優先させていただく場合があります。
■お申込みフォーム：https://www.jetro.go.jp/form5/pub/osa/ict2026 ​
※本補助を希望される場合は「ICT Week 2026 ジャパン・パビリオン」への出展申込みと併せて、上記お申込
みフォームにてご申請ください。

➢注意事項：
・本補助は、2026年度の実施が決定した場合にご利用いただけます。
・決定した場合のみ、その旨を申込済み事業者に対してご案内いたします。
・2026年度の実施が決定した場合であっても、予算額の上限に達し次第終了いたします。
・ジェトロ・メンバーズ割引および他の出展補助制度との併用はできません。
・キャンセル料に対して本制度を適用することはできません。
・複数の展示会に重複してお申し込みいただくことはできかねます。
・お申込み内容を確認のうえ、支援対象企業を決定いたします。
・お申込みいただいた内容は大阪府と共有し、出展後アンケート等にご協力いただきます。

■締切：「ICT Week 2026 ジャパン・パビリオン」出品申込締切と同日
■お問い合せ先：ジェトロ大阪本部 海外ビジネス推進課（太田）
   Email: OS_KIKAI@jetro.go.jp / TEL: 06-4705-8602

◆大阪府・ジェトロ大阪本部による出展料補助制度（予定）
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◆愛知県 海外展示会等出展支援

愛知県アジア展開支援実行委員会（愛知県、（独）日本貿易振興機構名古屋貿易情報センター、（公財）あ
いち産業振興機構で構成）が、米国関税措置の影響を受ける県内企業の海外展示会等出展を支援します。

■対象：米国関税措置の影響を受ける又は受ける見込みがある、愛知県内に本店所在地を有する中小・中堅
企業
■補助内容：
（１）補助金額
補助対象経費の3分の2以内上限50万円
（２）補助対象経費
・出展料（小間料、出展登録料）、装飾・備品代
■補助対象事業： 業種等の制限はなく、以下の3点に該当するすべての国・地域で開催される展示会・見本
市（展示会等）が対象となります。
・日本・アメリカ合衆国以外で開催される展示会等であること
・会期が開催地における現地時間2026年4月1日から2027年2月28日の範囲内であること
・展示会等が事業者間の取引を主な目的としたものであること。
※ただし、ジェトロのジャパン・パビリオンを除き、他の行政機関等の補助又は費用負担を受けるものは対象外
■お申込み方法：
以下のウェブサイトに掲載されている募集要領及び交付要綱の内容を確認し、申請書に必要事項を記入
のうえ、電子メール又は郵送でお申込ください。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
申込先（メール）:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp

（郵送）:愛知県名古屋市中村区4丁目4番38号愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階
愛知県アジア展開支援事業実行委員会事務局宛て

■申請期間：2026年5月15日（金）17時必着
■お問い合わせ先：
愛知県アジア展開支援事業実行委員会事務局
(愛知県経済産業局産業部産業立地通商課海外展開支援グループ内)
E-mail: ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp 電話052-533-6650

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/osa/ict2026
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
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10．お申し込みの流れ
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STEP1～2入力締切日：

2026年5月29日（金）日本時間17:00

STEP2
企業情報/申込書（PDF）提出【オンライン入力】
締切 2026年5月29日（金）日本時間17:00

以下サイトより、企業情報および出品申込書・承諾書（代表者印（会社実印）を押印したもの）をご提
出ください。
【企業情報登録サイト】https://www.jetro.go.jp/form5/pub/odd/ict2026_step2

STEP1
イベント申し込み【オンライン入力】
締切 2026年5月29日（金）日本時間17:00

「出品案内書」及び「海外見本市出品要綱」をよくお読みのうえ、以下の出品募集サイトよりお申し込
みください。
【出品募集サイト】http://www.jetro.go.jp/events/ictweek2026
※初めてご利用の方はユーザー登録が必要となります。
※応募多数の場合は締切日前に募集を締め切る場合があります。

STEP3
出品申込書・承諾書の押印済み原本郵送
提出期限 2026年6月4日（木）

ジェトロからSTEP2の内容を確認後、ご連絡いたします。ジェトロからの確認連絡の後、押印済みス
キャンデータの原本２部をご郵送ください。
※会社案内、製品概要を電子媒体でお持ちでない場合、あわせてご郵送ください。

STEP4
審査結果の通知
2026年6月中旬～下旬（予定）

審査結果をメールにて、ご担当者宛にご連絡します。出品内定者へは「出品申込書・承諾書」の承諾欄
に押印し、また請求書を発行します。

◆書類提出先
郵送先：〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階
ジェトロ海外展開支援部 フロンティア開拓課  新興国ビジネス支援班 宛
担当者：神田、山田

STEP5
入金（出品確定）
入金期限 2026年7月17日（金）

（１）STEP4の「出品申込書・承諾書」と請求書各1部をご担当者宛に郵送にて送付します。
（２）請求書に記載の出品料全額を必ず入金期限までにお振込みください。期限までにお支払いいただ
いた時点で、正式な出品者として承認されます。
※入金期限までにご入金の確認ができない場合は、出品申込が取り消されたものとみなしますが、やむ
を得ない事情で入金期限までの対応が困難な場合は、速やかにジェトロまでご相談ください。
※出品料振込に要する一切の手数料は出品申込者のご負担となります。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/odd/ict2026_step2
http://www.jetro.go.jp/events/ictweek2026
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11．キャンセル規定

出品料を入金した後、出品者の自己都合によりご出品を取消される場合は、押印のある書面にてジェト
ロにお知らせください。出品確定前に申込を取消される場合は、メールまたは書面にてジェトロまでご
連絡ください。キャンセル料金の発生時期と金額については、下表をご参照ください。

12．今後の流れ（予定）

2026年5月29日（金）17：00 STEP1・2（オンライン申し込み）期限

2026年6月4日（木） STEP3（書類提出）期限

2026年6月中下旬
STEP4、5
(出品審査結果通知および請求書送付)

2026年7月17日（金） STEP5（出品料の支払い）期限

2026年8月上旬（予定） 追加備品手配

2026年7～8月末（予定）
主催者への各種書類提出
（出品者バッジ、各種申請事項等）

2026年9月22日（火）～25日（金） 「ICT Week Uzbekistan 2026」会期

◼ 戦争、政情不安、天災、感染症、その他、出品者の責めに帰することのできない事由によりキャン
セルする場合は、ジェトロに文書で通知し、その承諾を得ることにより、キャンセル料の支払いな
く出品を中止できる場合がありますので、ご相談ください。

◼ 何らかの払い戻しが生じた際、その払い戻しにかかる一切の手数料は出品者様の負担となります。 
◼ キャンセル料については、ジェトロ・メンバーズ割引、東京都海外展開支援、大阪府・ジェトロ大

阪本部による出展料補助制度、愛知県海外展示会等出展支援を適用できません。

◆宿泊について
現地、タシケント市は期間中、ホテルが取りにくくなることも予想されますので、各社ご自身
でお早目に準備されるようお願いします。出品が決定した皆様には宿泊ホテル候補をお知らせ
します。

※今後の詳細スケジュールは、順次お知らせします。

出品取消受付日 キャンセル料

申込日～2026年7月17日（金） なし

2026年7月18日（土）以降、会期中または連絡なしの不参加 出品料の100%

Copyright 2026 JETRO 禁無断転載・複製
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13．注意事項 以下には重要な情報が記載されております。お申し込みの前に必ずご確認ください。

◆全体
✓ 出品申込書に記載された内容に変更がある場合、書面及びメール(odd1@jetro.go.jp)にて

ジェトロにご連絡願います。また、申込締切日を過ぎてから内容を変更される場合、ジェト
ロおよび主催者はその内容によっては応じられない場合がございますので、予めご了承くだ
さい。

✓ 本見本市に国からの補助金を用いて出品する場合、中堅・中小企業の方も出品料は一般料金
となります。なお、都道府県など地方自治体からの補助金を用いて出品する場合、中堅・中
小企業の方は中堅・中小企業料金が適用されます。

✓ 外国為替および外国貿易法等、国内法令に定めのある出品物の出品については、出品者の責
任において事前に許可等を取得願います。詳細は、経済産業省安全保障貿易管理課ホーム
ページ（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/）を参照ください。
また、「輸出管理等の外為法関連規制に関する特記事項」に同意いただけることを申込の条
件といたします。（https://www.jetro.go.jp/user_info/export_control.html）

✓ ジェトロが成果把握等のために実施するアンケートには必ずご回答願います。（会期前、会
期中、会期後）

✓ 自社スペースの転貸、売買、交換、譲渡は出来ません。また、１小間を他企業と共有するこ
とも出来ません。

✓ 搬入～会期～搬出の全日程を通じての会場アテンドをお願いします。見本市最終日の終了時
刻以前の撤収は認められません。

✓ 主催者が指定するオフィシャルフォワーダーはございません。
✓ 会場の諸規定や開催国・開催地の関係法令等を遵守することとします。
✓ 偽造品、不良品、知的財産権の権利侵害品の展示はできません。また、会場内で使用される

展示物・映像・音楽は、著作権を侵害しないようにしてください。展示・実演で音楽の演
奏・オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理手続きが必要です。
※自社で権利を持つものや、既に権利処理済のものは問題ありません。

✓ ご提供頂いた個人情報は、事業実施のため、関係省庁および地方自治体、設計業者、施工業
者、現地バイヤー、主催者等の事業関係者等に提供する場合がございます。また、本見本市
に関するプレスリリース、ジェトロホームページ、主催者運営オンラインサイト等において
企業情報や出品物の情報等が公開される場合がございます。ご了承ください。

✓ 輸出に際しての特許・知的財産については事前にご確認ください。 
✓ 出品物は国内法令および現地法令に照らして適法に輸送して下さい。違反した場合は、今回

または今後のご出品をお断りすることもあります。 
✓ 全体運営等について主催者から変更の要請・指示があった場合は、ジェトロは出品案内書に

記載の内容を変更させていただく可能性があります。
✓ 現地への出品物の輸送、見本市会場内の搬出入は全て出品者の責任において実施願います。
✓ 「出品申込書・承諾書」、「企業・出品物情報」の内容に虚偽の記載を行った場合は、申し

込みを無効とすると同時に、本見本市への出品をお断りします。
✓ 出品者様には、ジェトロの「反社会的勢力への対応に関する規程」第２条で定義する反社会

的勢力に該当せずかつそれらと関係を有しないことを確約いただきます。該当することが判
明した場合、ジェトロは当該出品者様の本見本市への出品を取り消し、本件に関しお支払い
いただいた参加費および費用の返金、賠償はいたしません。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/disclosure/antisocial/hansyakai-taiokitei.pdf
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14．（参考）その他ジェトロサービスのご案内

Japan Streetはジェトロ招待バイヤー専用のカタログサイトです。貴社の商品を登録い

ただきますと世界中のバイヤーの目に触れることになり、商品に対する引き合いや商談依
頼を受けることが可能となります。
～ご登録のメリット～

１．ジェトロが厳選した世界中のバイヤーと出会う機会に繋がります。
２．ご登録から商談日程調整まで、ジェトロによる無料のサポートを受けることが

できます。
３．商談日程調整など海外バイヤーとのやり取りはジェトロが代行いたします。

＊詳細・登録はこちら
https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html

Copyright 2026 JETRO 禁無断転載・複製

「貿易実務オンライン講座」は、長年、海外ビジネスに関する相談に応じているジェト
ロが、そのノウハウを活かし、 海外取引に欠かせない知識を体系的に、分かりやすく学
んでいただけるよう開発した講座です。企業の社員研修のメニューとして、キャリアアッ
プや資格試験対策として、さまざまな用途にお役立ていただけます。
＊詳細はこちら
https://www.jetro.go.jp/elearning/

JAPAN STREET

貿易実務オンライン講座

新規輸出1万者支援プログラム

輸出に対するあらゆる質問に対応、国内取引での輸出から海外バイヤーとの商談まで
貴社のビジネスチャンスをサポートします。ジェトロでは新たに輸出に挑戦する企業に
対し個別のカウンセリング通じて、適切な支援策を提案します。
＊詳細はこちら
https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html

15. お問合わせ先・申込書類提出先

ジェトロ 海外展開支援部・フロンティア開拓課 新興国ビジネス支援班
担当： 神田、山田、北條
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階
E-mail： odd1@jetro.go.jp TEL：03-3582-5242

ジェトロ タシケント事務所
担当：一瀬
E-mail： UZT@jetro.go.jp TEL：+998-78-120-5591

https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
https://www.jetro.go.jp/elearning/
https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html
https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html
https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html
mailto:faa1@jetro.go.jp
mailto:UZT@jetro.go.jp
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代表者印のNG例

以下の印は代表者印に相当しません。

※代表者印について

以下の見本と同じ印影の印鑑をご使用ください。

【見本】

※原則、角印（社印）、認印は承認できませんが、諸事情により代表者印を

お持ちでない場合は、ご相談ください。

※個人事業主の方は、各市町村役場に登録されている個人印（実印）を

押印ください。 

参考資料
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